
２０１７年〔平成２９年〕　　　　８月　　　　　【妙安寺だより　　第３９６号】　　　　　　　Ｈ ２９・７･１４ 

 

妙安寺だより　　３９６ 
 

 
お盆 
『』というお経に、お釈迦様の弟子であるが、死んだ自分の母親が、にち苦しんでいるのを発見

し、仏の教えに従って７月１５日に僧たちが法要を行なうにあたり、食物などの布施をしたところ、

その功徳で母親が救われた、とあります。 

この経典に由来し、祖先の霊を死後の苦悩世界より救済する仏事「」が行なわれるようになりまし

た。 

各家庭では、を作り、先祖の霊を招き、僧侶に読経してもらい、布施を行ない功徳を積む事になり

ます。現在では、東京・熊本などを除き、旧暦の７月に近い８月に置き換えて行なわれています。 

松葉谷法難（まつばがやつほうなん） 
文応元年（１２６０年）８月２７日、のにおいて、日蓮聖人が命を狙われた難です。 

鎌倉布教を行なう際、念仏に対する批判を主に行なっていたため、念仏信仰者を中心に数百名に襲

撃されましたが、日蓮聖人は難を逃れる事ができました。 

 

８月の行事予定 
８月１０～１５日　　　お盆、回向回り 
　　　　　　　　　　　　お伺いするお宅には、日程表を同封しています 
８月１５日（火）　　　午後４時より　　総回向 
８月１８日（金）　　　盂蘭盆施餓鬼法要 

＊正午　お斎　　　＊午後１時　法要 
　　　　　　　　　　　　＊午後２時　法話 
＊８月１０～１５日は１９時、それ以外は１８時に閉門します。 
＊護持会会費未納の方は、お納めください。不明の方は受付にて問い合わせ下さい。 

 


